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護
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険
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介
護
保
険
課

納
付
勧
奨
等
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
「
泉
佐
野
市
国
民
健
康
保
険
料
納

付
勧
奨
等
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
」で
は
、

市
が
業
務
委
託
し
た
民
間
企
業
の
電

話
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
、
次
の
業
務
を

行
っ
て
い
ま
す
。

●
納
付
の
勧
奨
、
口
座
振
替
の
推
進

…
国
民
健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
な
ど
を
納
め
忘
れ
て
い

る
人
へ
納
付
を
呼
び
か
け
ま
す
。

●
特
定
健
診
や
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
の
案
内
…
特
定
健
診
の
受
診
勧
奨

や
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利
用
勧

奨
を
行
い
ま
す
。

介
護
保
険
施
設
に
お
け
る

負
担
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

　

介
護
保
険
施
設
（
介
護
老
人
福
祉

施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護

医
療
院
）
や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
利

用
す
る
人
の
居
住
費
・
食
費
に
つ
い

て
、
低
所
得
の
人
へ
の
助
成
（
補
足

給
付
）
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
補
足
給
付
は
、
世
帯
全
員
（
別
世

帯
の
配
偶
者
を
含
む
）
が
市
町
村
民

税
非
課
税
の
場
合
が
対
象
で
す
。

　

令
和
６
年
８
月
利
用
分
か
ら
、
光

熱
水
費
の
高
騰
や
在
宅
で
生
活
す
る

高
齢
者
の
負
担
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考

慮
し
、
居
住
費
の
負
担
限
度
額
が
１

日
あ
た
り
60
円
引
き
上
げ
ら
れ
ま

す
。

還
付
金
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

市
役
所
の
職
員
や
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
、
Ａ
Ｔ

Ｍ
機
（
現
金
自
動
預
け
払
い
機
）

を
利
用
し
た
現
金
振
込
を
お
願
い

す
る
こ
と
や
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
の
暗
証
番
号
を
お
伺
い
す
る
こ

と
は
、
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

申
請
免
除
・
納
付
猶
予

　

令
和
6
年
度
の
申
請
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

※
昨
年
度
に
継
続
申
請
が
承
認
さ
れ

て
い
る
場
合
、
申
請
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

対
象　

7
月
〜
来
年
6
月
分
保
険
料

※
詳
し
く
は
、
広
報
7
月
号
を
ご
覧

に
な
る
か
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

国
民
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金

申
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問
合
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金
課

国
民
健
康
保
険

問
合
先　

国
保
年
金
課

　国民健康保険料・後期高齢者医療保険料　　　
夜間納付相談

　保険料の納付および納付相談窓口を設け
ていますので、利用してください。
日時　8月15日㈭
　　　午後5時30分～8時
　　　※受付：午後7時30分まで
場所・問合先　国保年金課　

利用者
負担段階 課税状況等 預貯金等 ユニット型

個室
ユニット型
個室的多床室 従来型個室 多床室

第1段階
●本人および世帯全員が住民税非課税で、老
齢福祉年金の受給者
●生活保護の受給者

単身1,000万円
夫婦2,000万円

以下
880円 550円 550円

（380円） 0円

第2段階
本人および世帯全員が住民税非課税で、課税
年金収入額＋非課税年金収入額＋その他の合
計所得金額が80万円以下の人

単身650万円
夫婦1,650万円

以下
880円 550円 550円

（480円） 430円

第3段階①
本人および世帯全員が住民税非課税で、課税
年金収入額＋非課税年金収入額＋その他の合
計所得金額が80万円超120万円以下の人

単身550万円
夫婦1,550万円

以下
1,370円 1,370円 1,370円

（880円） 430円

第3段階②
本人および世帯全員が住民税非課税で、課税
年金収入額＋非課税年金収入額＋その他の合
計所得金額が120万円超の人

単身500万円
夫婦1,500万円

以下
1,370円 1,370円 1,370円

（880円） 430円

※（　）内は介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用した場合の金額です。世帯や夫婦には世帯分離している配
偶者や事実上の婚姻関係にある場合も含みます。第2号被保険者（40～64歳の医療保険加入者）については、預貯金
等の額は利用者負担段階にかかわらず単身1,000万円、夫婦 2,000万円以下の場合に対象となります。なお、生活保
護受給者に預貯金等の所得要件はありません。

令和6年8月利用分からの居住費の負担限度額（1日あたり）
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